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第６６期 運輸安全マネジメント 

 

■輸送の安全に関する基本的な方針 （安全管理規程 第三条） 

 ◇品質方針     

魅せる品質で『無事故』企業を目指す 

 ◇安全方針     

①私たちは、安全を何よりも最優先します。 

   ②私たちは、関係法令及び社内規定・ルールを遵守し、安全第一で職務を遂行します。 

   ③私たちは、発生する課題の再発防止に努め、継続的にマネジメントシステムを改善します。 

 

■輸送の安全に関する目標 （安全管理規程 第五条） 

 ◇輸送の安全に関する重点施策 

   ①車両事故防止（DRIVECHART リスク運転削減目標設定） 

   ②リフト事故防止 

   ③商品不具合／クレーム防止 

 ◇第 6６期の目標策定 

   活動スローガン 「現場主体の PDCA 構築を目指す」 

運輸安全マネジメントを踏襲した新たな品質マネジメントシステム（2022 年 2 月制定）に基づ

き、組織的且つ継続的にＰＤＣＡサイクルを回し、物流安全の持続的発展と安全文化の醸成を目

指す。 

 

重点取組項目 前年実績 今期目標 

車両事故 
件数 ７２件 ４３件 

損害金額 １３，７３１千円 ５，６２３千円 

リフト事故 
件数 ６３件 ４５件 

損害金額 ２，３３８千円 １，１４４千円 

商品不具合／クレーム 
件数 ３０３件 ２２８件 

損害金額 ３，５３７千円 ２，５０４千円 

DRIVECHART 
リスク運転数 ６．２回 ４．０回以下 

脇見運転数 ５，５１２回 ２，７５６回以下 

 

■輸送の安全に関する計画 （安全管理規程 第六条） 

 ◇各関係機関等とも連携した安全啓蒙活動 

   ・春の全国交通安全運動（４月）  秋の全国交通安全運動（９月） 



   ・年末年始安全総点検及び交通事故防止県民運動（１２月） 

・全国安全週間（６月～７月）   全国労働衛生週間（９月～１０月） 

・スイキュウグループ事故防止強化期間（９月～１０月） 

・安全運転啓蒙ポスター配布・職場掲示（四半期毎） 

・事故防止体験記・事故防止標語の募集 

◇教育及び研修 

 １．教育訓練体系に基づく教育 

  ・初任運転者教育     初任運転者の導入教育及び乗務員としての適格認定 

  ・一般運転者教育     乗務経験１年以上の運転者に法定 12 項目の現任教育（毎年） 

  ・高齢運転者教育     満 65 才以上の高齢運転者に適齢診断結果を踏まえた適齢教育 

・事故惹起運転者教育   法令及び当社規定に定める事故惹起者への特定診断及び特別教 

             育及び、追突事故惹起者への安全確認等の再教育 

・運行・整備管理者教育  運行・整備管理者の職務及び責任権限等を年 1 回、定期教育 

・倉庫指揮者、作業者教育 65 期より教育訓練体系に組み込み一貫教育を実施 

・安全講習会で運行管理・整備点検／フォークリフト作業等の安全教育を実施 

・各部門の教育担当者が教育訓練計画書を立案し、一般運転者教育から順次、OJT で職場展開 

・教育担当者会議にて現場教育 PDCA の取組み進捗確認及び、共有 

  ２．業務改善 

   ・品質方針／品質目標達成計画書に沿った現場 PDCA の実施 

   ・品質向上委員が品質目標達成計画書を立案し、現場 PDCA を牽引 

   ・品質向上委員会にて現場 PDCA の取組み進捗確認及び、共有 

   ・ＱＣサークル活動で現場小集団活動の実施 

 ◇事故撲滅対策活動・品質向上活動・安全衛生活動 

   ・事故撲滅対策本部会議 

・品質向上委員会 

   ・安全衛生委員会 

   ・健康診断１００％受診フォロー 

   ・睡眠時無呼吸症候群（SAS）簡易検査及び治療フォロー 

 

■輸送の安全を確保するための組織体制 （安全管理規程 第八条 第九条） 

 ◇運輸安全マネジメント体制 

   ・輸送の安全に関する指揮命令系統図 「安全管理規程 第八条 付表による」 

   ・安全統括管理者の選任 

   ・各部門の安全管理体制・組織表 

 

■輸送の安全に関する情報の共有及び伝達 （安全管理規程 第十二条） 



 ◇情報を共有できる体制づくり 

  １．経営トップと各部門のコミュニケーション 

   ・経営方針発表会 

   ・新年互例会 

 

  ２．各部門及び現場のコミュニケーション 

   ・品質向上委員会 

   ・グループ会議 

   ・各部門の管理者会議／職場委員会 

   ・安全講習会（全社インベント） 

   ・安全確認コンテスト（全社イベント） 

 

■事故、災害等に関する報告連絡体制 （安全管理規程 第十三条） 

 ◇緊急時の連絡体制 

  ・事故／災害等に関する報告連絡体制図 「安全管理規程 第十三条 付表による」 

  ・事故発生時の連絡処置フロー     「異常発生時の連絡手順 SK-T001 付表による」 

 

■輸送の安全に関する内部監査 （安全管理規程 第十五条） 

 ◇基本方針 

  ・輸送の安全確保に必要なマネジメントシステム（PDCA）が常に適切に管理運用されていること

を、定期的に監査し、課題や問題点を継続的に改善する。 

 ◇実施方法 

  １．内部監査員 

・品質管理責任者及び品質管理責任者が任命する品質管理部門のメンバー 

  ２．監査頻度    

・内部監査計画に基づき、毎年 4 月に定期内部監査を実施 

・定期内部監査の指摘事項につき、6 か月後、フォロー監査を実施 

   ・不適切運用及び重大な欠陥等が発覚した場合、都度、臨時内部監査を実施 

   ・その他、主任監査員が必要と判断した場合、追加内部監査を実施 

  ３．監査内容    

   ・運輸安全マネジメントの実施状況 

   ・品質目標達成計画書の実施状況 

・内部監査チェックリストに基づき実施 

   ・結果を内部監査報告書にまとめ、被監査部門の合議を得てマネジメントレビューに報告 

 ◇業務の改善 

   ・経営トップがマネジメントレビュー及び評価改善を主導 



   ・マネジメントレビューで課題や問題点の分析を行い、改善策を論議検討 

・マネジメントシステム及び職場活動プロセスに改善が必要な場合、是正予防処置を指示 

 

■情報の公開 （安全管理規程 第十七条） 

 ◇公開方法 

  ・自社ホームページで公開   

https://www.suikyugrp.co.jp/ 

 ◇公開する内容 

  ・輸送の安全に関する安全方針 

  ・輸送の安全に関する目標及びその達成状況 

  ・当社の安全管理規程 

  ・輸送の安全に関する計画 

  ・輸送の安全に関する教育計画 

 

■輸送の安全に関する記録の管理等 

 ◇文書管理 

   《文書名》      《管理責任者》 

  ・安全管理規程     品質管理部門責任者 

  ・運行管理規程     各部門責任者 

  ・整備管理規程     各部門責任者 

 

 ◇記録管理 

  当社で運用する品質マネジメントシステムの品質文書（品質マニュアル・規定・手順書）によって

定められた品質記録を以下の規定に従い管理 

  ・品質文書管理規定（SK-K014） 

  ・品質記録管理規定（SK-K015） 

 

 

 

 

以上 

https://www.suikyugrp.co.jp/

